
◎地方税法等の一部を改正する法律 
（令和二年四月三〇日法律第二六号）   

一、提案理由（令和二年四月二八日・衆議院総務委員会） 

○高市国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内

容の概要を御説明申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の

緩和を図る観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次

第です。 

 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、固定資産税及び都市計画税の改正です。厳しい経営環境にある中小事業者等

に対して、令和三年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計

画税の負担を二分の一又はゼロとすることとしております。 

 第二に、徴収の猶予に関する改正です。新型コロナウイルス感染症等の影響により収

入に相当の減少があった事業者について、無担保かつ延滞金なしで一年間、徴収を猶予

する特例を設けることとしております。 

 第三に、車体課税の改正です。自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率

の臨時的軽減措置について、適用期限を令和三年三月三十一日まで延長することとして

おります。 

 その他、固定資産税の減収を補填する措置等を講ずることとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（令和二年四月二九日） 

○大口善徳君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。 

 まず、地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼ

す影響の緩和を図る観点から、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用資産に係る

固定資産税等の軽減措置を講ずるとともに、徴収の猶予制度の特例、自動車税環境性能

割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置の延長、固定資産税等の減収を補

填する措置等を講じようとするものであります。 

 本案は、去る四月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日、高市総務大臣から提案

理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終局いたしました。本日採決いたしまし

たところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

三、参議院総務委員長報告（令和二年四月三〇日） 



○若松謙維君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓

延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、個人住民税、不動産取

得税、自動車税、固定資産税等に係る特例措置を講ずるとともに、固定資産税等の減収

を補填する措置を講ずる等の改正を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、地方税における徴収猶予等に伴う減収に対する措置、特別定

額給付金の迅速な支給とＤＶ被害者等に支給する際の対応、新型コロナウイルス対応地

方創生臨時交付金及び持続化給付金の在り方、自治体の協力金を非課税とする必要性等

について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 


